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公平委員会事務局 

 

第１ 監査の概要 

 １ 監査の種類    定期監査及び行政監査 

 ２ 監査対象     公平委員会事務局 

 ３ 事前調査期間   平成２５年５月２７日 

 ４ 監査期間     平成２５年８月 ６日 

 ５ 監査対象年度   平成２４年度 

 ６ 監査対象事項   財務事務等 

 ７ 監査方法     財務事務等が法令等に基づき適正かつ効率的に行われているかなどに重

点をおいて、関係帳簿・書類の抽出調査、実査及び監査調書に基づく質

問により行った。 

 

第２ 監査対象の概要 

   公平委員会事務局の主な業務内容及び職員数（平成２５年４月１日現在）は、次のとおり

である。 

   職員の給与・勤務時時間その他の勤務条件に関する措置の要求の審査・判定・必要な措置、

職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決・決定に関する業務等を所掌す

る。 

（兼務職員５名） 

 

第３ 監査結果 

   財務に関する事務の執行及び事務事業の執行並びに行政監査として時間外勤務の状況、効

率性改善への取組状況、内部事務管理と内部牽制体制の構築状況、人財育成の取組状況、１者

単独随意契約（委託料）の状況、原課契約工事施工状況及び業務棚卸表について監査の結果、

次の指摘事項及び意見のとおり、是正又は改善を要するものなどが見受けられた。今後の事務

執行にあたっては、これらに十分留意するとともに、その措置を講じるよう要望する。 

   なお、措置を講じたときは、遅滞なく報告されたい。 

 

 １ 指摘事項 

 

 （１）支出事務について 

    旅費の支出にあたり、算定誤りにより過払いとなったものを返還させている事例が見受け

られた。旅費の算定に誤りがないよう留意すること。 

 

 ２ 意  見 

 

 （１）内部牽制体制と内部事務管理について 

    事務処理の基本的な部分で、指摘事項が見受けられた。これは、職員の認識不足や単純な
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ミスに加えて、所属内でのチェック・牽制体制が不十分であったことに大きな要因がある。

所属長は、「定められたルールに基づいた事務執行」や「上位職による牽制やサポート」の

重要性の意識を職員に定着させ、日常的に確認すべき事項の定型化による業務精度の向上、

上位職によるダブルチェック体制の強化などを行い、内部事務管理の改善を図ること。 

【改善事項】 

 


